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平成31年度の水産林務部における公共工事の執行について

公共工事の入札・契約に当たっては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律（平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。）及び公共工事の入札及び契約

の適正化を図るための措置に関する指針（平成13年３月９日閣議決定）の内容を踏まえ、

公共工事の円滑な施工確保を図って行く必要があることから、「公共工事の円滑な施工確

保について」（平成31年２月15日付け建管第1407号）のほか、次に掲げる事項に十分留意

し、適切に対処されるようお願いします。

記

１ 入札・契約の適切な実施

(1) 入札・契約に係る情報の公表

情報の公表については、適正化法の趣旨を踏まえ、「工事等に係る発注見通しに関

する事項の公表について」（平成13年3月29日付け建情第2326号農政部長、水産林務部

長、建設部長、出納局長通達）及び「工事等に係る入札及び契約の状況等に関する事

項の公表について」（平成13年3月29日付け建情第2328号農政部長、水産林務部長、建

設部長、出納局長通達）に基づき公表すること。

(2) 指名競争入札参加者に係る指名基準の適用

業者の指名に当たっては、「原則等級業者の指名」を基本とし、「指名競争入札参加

者指名基準の設定について」（昭和55年2月1日付け局総第36号出納局長通達）に基づ

き行うものとし、指名が特定の者に偏らないように、常に公正かつ公平を旨とするこ

と。

(3) 共同企業体の取扱い

工事の発注に当たっては、単体企業への発注が原則であり、共同企業体を活用する

場合には、「建設工事共同企業体運用基準について」（平成13年3月22日付け建情第228

9号農政部長、水産林務部長、建設部長通達）、「建設工事共同企業体の活用方針につ

いて」（平成13年3月22日付け建情第2290号農政部長、水産林務部長、建設部長通達）

及び「水産林務部建設工事共同企業体の運用方針について」（平成13年3月22日付け水

林総第3060号水産林務部長通達）に基づき行うこと。

また、「地震災害復旧工事特例共同企業体（地震災害復旧ＪＶ）の活用について」（平

成30年12月13日付け水林総第1345号）は、胆振総合振興局における災害復旧工事につ

いて、不足する技術者や技能者を広域的な観点から確保することを可能とし、新たな

共同企業体方式（地震災害復旧ＪＶ）の制度を特例的に実施できるよう定めたもので



あり、この趣旨を踏まえ適切な活用を図ること。

(4) 入札参加者に対する見積期間の確保

競争入札に付そうとする場合の見積期間については、「建設工事等における入札事

務の取扱いについて」（平成12年6月26日付け建情第540号農政部長、水産林務部長、

建設部長通達）に基づき適正な見積期間を確保すること。

(5) 工事費の積算等の適正な実施

工事費等の積算に当たっては、工事の施工条件等を十分に考慮して適切に実施する

と。

また、予定価格については、その結果を尊重して適正に決定し、「予定価格の取扱

いについて」（平成12年5月1日付け局総第96号出納局長通達）に基づき厳正な管理に

努めるとともに、積算書等については「契約事務における情報管理の徹底について」(平

成23年7月5日付 け局総第556号出納局長通達)に基づき厳格に管理すること。

(6) 入札時における工事（委託）費内訳書の提出

入札時における内訳書の提出については、入札談合やダンピング受注の防止及び積

算技術の向上を目的としていることから、「入札時における工事（委託）費内訳書の

提出の取扱いについて」（平成27年３月19日付け建管第2597号農政部長、水産林務部

長、建設部長、出納局長通達）に基づき適正に行うこと。

(7) 暴力団員等による不当介入に対する措置

道発注工事において受注者が暴力団員等による不当介入を受けた場合については、

「道発注工事等における暴力団員等による不当介入に対する措置（平成19年8月31日付

け建情第614号農政部長、水産林務部長、建設部長、出納局長通達）に基づき、発注者

に対して、警察への通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと及び支出負担

行為担当者等への報告を行うよう指導すること。

(8) 社会保険未加入建設業者の排除に係る措置

受注者に対する下請契約における社会保険未加入建設業者の確認等については、「下

請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等に係る事務手続について」（平成28年

２月26日付け建管第2566号農政部長、水産林務部長、建設部長、出納局長通達）に基づ

き、行うとともに、指名停止措置要件に該当する場合は、「競争入札参加資格者指名停

止事務処理要領」（平成４年９月11日付け局総第461号「競争入札参加資格者指名停止事

務処理要領の制定について」）に基づき、水産林務部長に報告すること。

２ 中小建設業者の受注機会の確保等

(1) 中小建設業者の受注機会の確保と早期発注の努力

工事の発注に当たっては、「『中小企業者等に対する受注機会の確保に関する推進方

針』及び『入札契約制度の適正化に係る取組方針』の策定に伴う契約事務の取扱いに

ついて」（平成31年３月27日付け局財指第510号出納局長通達）及び「制限付一般競争

入札における適切な地域要件の設定について」（平成23年2月8日付け局総第1262号農

政部長、水産林務部長、建設部長、出納局長通達）に基づき、地元中小建設業者の受

注機会を確保すること。

また、積算業務を効率的に行い、早期発注に努めること。

(2) 技術者の適正な配置

技術者の配置については、「監理技術者制度運用マニュアルについて」（平成16年3

月1日付け国総建第315号国土交通省総合政策局建設業課長通達）などにより受注者に



対して適切に指導すること。

なお、「施工体制台帳の活用に関する取扱いについて」（平成18年3月9日付け建情第

1428号農政部長、水産林務部長、建設部長通達）に基づき、請負代金が200万円以上の

工事及び200万円未満であっても下請契約を締結する工事については、現場代理人等指

定通知書に施工体制台帳等を添付して提出するよう指導すること。

(3) 技能士の積極的な活用

技能士の活用については、「道発注工事に係る技能士の活用について」（平成2年7月

31日付け職能第837号商工労働観光部長、農政部長、土木部長、水産部長、林務部長通

達）、「技能士活用状況報告書の提出について」（平成19年4月2日付け水林総第42号水

産林務部長通達）及び「水産土木工事共通仕様書１－１－１－５０」、「森林土木工事

共通仕様書１－５１」に基づき工事目的物の品質の向上を図るため、その一層の活用

について受注者に対して指導すること。

(4) 季節労働者の積極的な雇用

季節労働者の雇用については、現地の公共職業安定所（ハローワーク）と密接な連

携をとるとともに、冬期増嵩経費措置事業及び通年雇用化特別対策事業の執行に当た

っては、季節労働者の雇用の確保が図られるよう受注者に対して指導すること。

３ 建設業の健全な発展

(1) 労働者福祉の向上

労働者の福祉の向上を図るため、次により指導の徹底を図ること。

ア 雇用・労働条件等の改善及び各種法定保険（雇用保険、労働者災害補償保険、健

康保険及び厚生年金保険）に加入するほか、任意の労災補償制度に加入するととも

に、下請負人に対しては、元請負人の責任で各種法定保険等に加入するよう指導す

ること。

また、一人親方等に対しては、労働者災害補償保険への特別加入制度の周知に努

めること。

イ 建設業についても週40時間労働制が適用されているので、変形労働時間制を活用

するなどし、労働時間を短縮するほか、季節労働者を雇用した場合も含めて、有給

休暇の付与（前倒付与を含む。）についても適切な執行が図られるよう努めること。

ウ 建設業退職金共済制度については「建設業退職金共済証紙貼付実績書の提出につ

いて」（平成15年3月31日付け水林総第3365号）に基づき下記事項について受注者

に対して指導すること。

(ｱ) 掛金収納書を提出すること。

(ｲ) 建設業退職金共済証紙貼付実績書を提出すること。

(ｳ) 建設業退職金共済証紙貼付内訳書を作成すること。

(ｴ) 未加入の事業主の加入促進を行うこと。

(ｵ) 証紙貼付の履行確認を行うこと。

(ｶ) 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場の標識を掲示すること。

(2) 前払金等の適正な使用

中間前払金を含む前払金の使途については、受注者から「前払金使途内訳明細書」

を提出させるとともに、使途内訳に変更があった場合には、必ず「前払金使途変更申

込書・承諾書」を提出させること及び契約約款の使途内容から逸脱しないよう強く指

導すること。



(3) 建設業者への円滑な資金供給

建設工事前払金等については、「建設工事前払金等の早期支払について」（平成10年

10月30日付け局総第566号出納局長通達）に基づき前払金は請求書受理後７日程度、工

事完成払代金は請求書受理後１４日程度で支払うこと。

また、「中間前金払」や「部分払」制度の周知を徹底し、積極的な活用を図るとと

もに、その代金についても早期支払に努めること。

(4) 工事請負代金に係る債権譲渡

工事請負代金に係る債権譲渡については、債権を流動化することにより、受注者の

資金調達の円滑化が図られることから、「工事完成払代金に係る債権譲渡の取扱いに

ついて」(平成18年3月1日付け建情第1383号農政部長、水産林務部長、建設部長通達)

又は「流動資産担保融資保証制度に係る債権譲渡の取扱いについて」（平成20年3月28

日付け局総第2477号農政部長、水産林務部長、建設部長、出納局長通達）若しくは「工

事請負代金債権を活用した融資制度の取扱いについて」（平成20年11月17日付け建情

第869号農政部長、水産林務部長、建設部長通達）に基づき適切に行うこと。

(5) 適正な下請契約の締結等

適正な下請契約の締結等については、次により指導の徹底を図ること。

ア 道内雇用の確保及び道内建設業者の技術力の保持・育成の観点から、道内の中小

企業者を下請負人に選定すること。

イ 「建設工事事務取扱様式第15号様式その２（契約書）」により、原則、社会保険

等未加入建設業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）としないこと。

ウ 建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書により、契約を

締結すること。

エ 下請代金の設定にあたっては、書面による見積依頼のほか、建設業法施行令に規

定する見積期間の設定、法定福利費など経費が明確に内訳明示された見積書の提出

により協議を行うなど、適正な手順を経ほか、下請負人に対し、技能労働者への適

切な水準の賃金の支払を要請すること。

また、受注者においては、契約約款において「建設工事事務取扱標準様式第24号

様式（請負代金内訳書）」の提出を義務化しているが、下請契約においても、法定

福利費を明示した請負代金内訳書を活用するなど、法定福利費を明示するよう指導

すること。

オ 一括下請負は、適正化法の適用対象となる公共工事については建設業法（昭和24

年法律第100号）第22条第３項は適用されず、全面的に禁止されていること。

カ 共同企業体の下請契約については、共同企業体名で締結するとともに各構成員と

下請負人との権利義務関係を明確にすること。

キ 下請負人に関する届出については、一次及び二次以下の下請負人のすべてに対し

て、施工体制台帳を活用した「下請負人選定通知書」の提出及び下請契約の書面の

写しを添付すること。また、下請契約内容に変更があった場合にも必ず提出するこ

と。

ク 施工体系図を作成し、工事現場等に掲示すること。

ケ 資材等の運搬業務及び交通誘導警備業務に係る契約については、書面による契約

締結及び合理的な代金の設定を行うこと。

コ 公共工事設計労務単価を参考として見積り等を行う場合については適正に取り扱

うこと。



(6) 適正な下請代金の支払等

下請代金の支払等については、次により指導の徹底を図ること。

ア 下請負人における資材の購入、労働者の募集など工事の着手に必要な費用を前払

金として支払うとともに相応する額を速やかに現金で前払いすること。

イ 中間前払金制度は、下請負人や資材会社の資金繰りを円滑にし、地域経済への一

定の効果も期待されることから、積極的な活用に努めること。

ウ 下請契約における代金の支払は、できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用

する場合であっても、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも

労務費相当額は現金払とし、支払いに手形を使用する場合は、手形期間を90日以内

のできる限り短い期間にすること。

エ 資材会社及び運送会社等への支払いについても、できるだけ現金で早期に支払う

こと。

(7) 消費税率引上げに伴う転嫁について

平成25年10月１日に施行された「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費

税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」（平成25年法律第41号）では、

元請負人が下請負人に対し、一方的に消費税額を削減する等の転嫁拒否等の行為の禁

止を定めているので、下請契約等においては、適切な対応を行うよう指導すること。

４ 環境政策等の推進

(1) 道産品等の優先的使用

使用資材については「北海道グリーン購入基本方針に基づく環境物品等」並びに、

「道産品や道産資材、間伐材を使用した木材・木製品」及び「北海道認定リサイクル

製品」を優先的に使用するよう、入札等の機会に受注者等に対して周知を図るととも

に、その実態の把握に努めること。

(2) 建設副産物の適正な処理

公共工事から発生する建設副産物の再利用・適正処理については、「建設副産物適

正処理マニュアル」（平成14年5月17日付け水林総第599号に基づき、適正な処理によ

り指導の徹底を図ること。

(3) 労働災害及び工事用車両による事故等の防止

ア 労働災害を未然に防止するため、受注者から工事現場における安全管理者の配置

等の安全管理体制について、実態の把握に努めること。

イ 労働災害等の防止について、適宜、文書及び口頭での指導を徹底すること。

ウ 安全関係法令等の遵守、現場環境の改善、工事関係者に対する安全教育の徹底等

を指導すること。

エ 工事関係車両等による事故の防止に万全を期すよう指導するとともに、土砂等を

運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（昭和42年法律第

131号）第12条に規定する団体等への加入者の使用を促進すること。

また、工事の施工に当たっては、過積載車両の搬入、搬出などの違法行為が起き

ないよう周知・指導すること。

オ 労働災害が発生した場合は、直ちに工事監督員に通報するとともに関係機関に速

やかに報告するよう適切に指導すること。

カ 労働災害事故発生業者への再発防止指導を強化・徹底すること。

(4) 公共工事に係る不正軽油撲滅に対する取組



建設機械等の燃料については、ＪＩＳ規格に適合した軽油（ＪＩＳＫ2204）を使用

するよう指導すること。

また、軽油引取税の燃料油の抜取調査に協力すること。

(5) 電波法の遵守

電波法（昭和25年法律第131号）を遵守し、不法無線局を搭載した車両を使用しない

こと及び免許を受けた無線局の運用についても無線局運用規則（昭和25年電波監理委

員会規則第17号）等を守るよう指導すること。

５ 余裕期間制度の活用について

(1) 選択工期制の実施

「選択工期制の実施について」（平成6年2月24日付け漁場第358号・平成6年2月18

日付け林政第2547号）は、発注者が工事等の発注に当たりあらかじめ設定した工事等

の完成期限内で、実際に工事等を実施する期間を受注者に選択してもらうことにより、

技術者、労務者及び機材等の平準化などを図る目的として定めたものであり、この趣

旨を踏まえ適切な運用を行うこと。

(2) 余裕ある工期設定による工事等の実施

「余裕ある工期設定による工事等の実施要領について」（昭和58年８月27日付け管

理第843号）は、受注者に時間的な余裕を与え、工事内容の緩急に応じて現場作業の

集中を緩和調整するなど、計画的な工事施工に資するものであり、この趣旨を踏まえ

適切な運用を行うこと。

６ 週休２日の確保について

建設業界においては、担い手不足が懸念され、若手技術 者等の確保・育成を中心と

した将来の担い手確保が重要な課題であり、若年技術者等の入職促進策として、建設現

場における「週休２日」を確保していくなど、働き方改革の実現が求められていること

から、道においては、現場における「週休２日」の実現に向け、現状の課題や問題点を

把握するため「週休２日制を促進する森林土木工事の試行について」（平成30年３月12

日付け水林総第1718号）を定めており、この趣旨を踏まえ適切な運用を行うこと。

（総務課管理グループ主査（工事管理））


